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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより実行される方法であって、
　計算機に送るべき１つ以上のディジタル・オブジェクトの指定を、インターネットを介
して受ける動作と、
　ユーザ特有情報を前記計算機に送信するために、単一方向のブロードキャスト・ネット
ワークに関連したシグナリング・チャネルを使用する動作であって、前記ユーザ特有情報
は、前記ブロードキャスト・ネットワークによって１つ以上のディジタル・オブジェクト
がブロードキャストまたは再ブロードキャストされるときに、前記計算機が前記ディジタ
ル・オブジェクトに関する動作を行うために使用されるように構成された、動作と、
　１つ以上のディジタル・オブジェクトをブロードキャストするために、前記ブロードキ
ャスト・ネットワークに関連したデータ・チャネルまたは前記シグナリング・チャネルを
使用する動作であって、複数のユーザが共通の関心を示したディジタル・オブジェクトを
前記複数のユーザに送るときには、前記データ・チャンネルを使用し、個々のユーザにデ
ィジタル・オブジェクトを送るときには、前記シグナリング・チャンネルを使用する、動
作と、
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記ディジタル・オブジェクトの少なくとも一部はディ
ジタル音楽を含む、方法。
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【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、該方法を実施するシステムは、前記ブロード
キャスト・ネットワークと通信することができるバック・チャネルを含まない、方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の方法において、前記ブロードキャスト・ネットワー
クは、条件付きアクセス・ブロードキャスト・ネットワークを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の方法において、ユーザが申し込んだディジタル・オ
ブジェクトの仕様を含む情報のライブラリから、前記ユーザ特有情報を確認する、方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の方法において、前記ユーザ特有情報は同期情報を含
み、該同期情報は、記録開始時間と、記録継続時間と、再ブロードキャスト時間、活動タ
グ、ディジタル・オブジェクトに関連した権利、チャネル（周波数）番号、またはディジ
タル・オブジェクトに関連したコンテンツＩＤを含むことができる、方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法において、更に、前記シグナリング・チャネル
を使用して、ディジタル・オブジェクトに関連した権利および制限を前記計算機に伝える
ことを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法において、前記データ・チャネルを使用する動
作は、統計的手法を使用して前記１つ以上のディジタル・オブジェクトの配信優先順位を
決定することを含む、方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の方法において、前記ユーザ特有情報は、ディジタル
・オブジェクトをブロードキャストする予定がないことの指示を含むことができる同期情
報を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の方法であって、更に、ディジタル・オブジェクトの
ブロードキャストに関して行われるべき使用料の支払いに対処するために支払いモデルを
使用することを含み、これにより再生回数を示す計量データが入手可能でない、方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれかに記載の方法において、前記シグナリング・チャネルは、
権利付与管理メッセージ（ＥＭＭ）を送るために使用することができるものを含む、方法
。
【請求項１２】
　コンピュータにより実行される方法であって、
　移動体計算機が受けるべき１つ以上のディジタル・オブジェクトの指定を、インターネ
ットを介して送信する動作と、
　前記移動体計算機を通じて、該移動体計算機におけるユーザのディジタル・オブジェク
ト収集をリモート・ライブラリと同期させるために使用することができる同期情報を受信
する動作であって、単一方向のブロードキャスト・ネットワークに関連したシグナリング
・チャネルを通じて前記同期情報が受信される、動作と、
　前記ディジタル・オブジェクトが前記ブロードキャスト・ネットワークに関連したデー
タ・チャネルまたは前記シグナリング・チャネルによってブロードキャストされるときに
、前記ディジタル・オブジェクトを取り込むために前記同期情報を使用する動作であって
、複数のユーザが共通の関心を示したディジタル・オブジェクトが前記複数のユーザに送
られるときには、前記データ・チャンネルが使用され、個々のユーザにディジタル・オブ
ジェクトが送られるときには、前記シグナリング・チャンネルが使用される、動作と、
を含む方法。
【請求項１３】
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　請求項１２記載の方法において、前記受信する動作は、前記同期情報を権利付与管理メ
ッセージとして受信することによって実行される、方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の方法において、前記ディジタル・オブジェクトの少なく
とも一部は、ディジタル音楽を含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１２から１４のいずれかに記載の方法において、前記同期情報は、記録開始時間
、記録継続時間、再ブロードキャスト時間、活動タグ、ディジタル・オブジェクトに関連
した権利、ディジタル・オブジェクトをブロードキャストする予定がないことの指示、ま
たはチャネル（周波数）番号を含むことができる、方法。
【請求項１６】
　請求項１２から１５のいずれかに記載の方法において、前記同期情報は、ディジタル・
オブジェクトに関連したコンテンツＩＤを含むことができる、方法。
【請求項１７】
　移動体計算機であって、
　１つ以上のプロセッサと、
　命令を格納した１つ以上のメモリであって、前記命令が前記１つ以上のプロセッサによ
って実行されると、前記１つ以上のプロセッサに方法を実行させ、該方法が、
　前記移動体計算機が受けるべき１つ以上のディジタル・オブジェクトの指定を、インタ
ーネットを介して送信する動作と、
　前記移動体計算機におけるユーザのディジタル・オブジェクト収集をリモート・ライブ
ラリと同期させるために使用することができる同期情報を受信する動作であって、単一方
向のブロードキャスト・ネットワークに関連したシグナリング・チャネルを通じて前記同
期情報が受信される、動作と、
　ディジタル・オブジェクトが前記ブロードキャスト・ネットワークに関連したデータ・
チャネルまたは前記シグナリング・チャネルによってブロードキャストされるときに、前
記ディジタル・オブジェクトを取り込むために前記同期情報を使用する動作であって、複
数のユーザが共通の関心を示したディジタル・オブジェクトが前記複数のユーザに送られ
るときには、前記データ・チャンネルが使用され、個々のユーザにディジタル・オブジェ
クトが送られるときには、前記シグナリング・チャンネルが使用される、動作と、
を含む、１つ以上のメモリと、
を含む、移動体計算機。
【請求項１８】
　請求項１７記載の移動体計算機において、前記受信する動作は、前記同期情報を権利付
与管理メッセージとして受信することによって実行される、移動体計算機。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の移動体計算機において、前記同期情報は、
　記録開始時間と、
　記録継続時間と、
　活動タグ、
　チャネル（周波数）番号と、
　再ブロードキャスト時間、
　ディジタル・オブジェクトに関連したコンテンツＩＤと、
　ディジタル・オブジェクトをブロードキャストする予定がないことの指示と、
を含むことができる、移動体計算機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　通信ネットワークが発展し増々精緻化するにつれて、ユーザは彼らにとって関心のある
情報に目新しいやり方で管理およびアクセスできるようになった。例えば、第三者のサー
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ビス提供元が予約申し込みを呼び掛け、それを通じてユーザがディジタル・オブジェクト
を予約し受け取って消費することができる。このようなディジタル・オブジェクトには、
ディジタル音楽、ビデオ、ニュース、文書等のようなものを含むことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　しかしながら、今日では多くのユーザは彼らの移動体計算機を携行して動き回る。この
ような移動場面では、（１）ユーザのデバイスを、ユーザに関心があるリモート・データ
と同期させ続ける、または（２）それ以外の方法で、ユーザに関心がある情報にアクセス
しこれを消費することをユーザに可能にすることが課題となる。例えば、今日のアップリ
ンク／ダウンリンク・セルラ・ネットワークを利用すれば、事実上全世界における接続有
効範囲を得ることができるが、データ・スループットの足枷となる電磁スペクトルの制約
により、これらのネットワークはあらゆるユーザにデバイス同期を維持するための変幻自
在な解決策を提供する可能性は低い。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　種々の実施形態において、「ブロードキャスト・ネットワーク」、即ち、単一方向の「
１対多数ネットワーク」を利用して、「ディジタル・オブジェクト」とも呼ぶディジタル
・コンテンツをユーザに提供する。少なくとも一部の実施形態では、これを行うには、ユ
ーザの計算機に、ユーザにとって個人的に関連性のある情報との同期を維持させるように
する。少なくとも一部の実施形態では、ブローキャスト・ネットワークはデータ・チャネ
ルおよびシグナリング・チャネルを利用する。データ・チャネルはデータを全ての受信ユ
ニットにブロードキャストするために用いられ、一方シグナリング・チャネルは、通例で
はデバイスまたは機械に特有のデータを送信するために用いられるが、ユーザが関連性を
見出した情報またはデータと関連のあるユーザ特有情報を送信するために用いられる。
【０００４】
　少なくとも一部の実施形態では、ユーザは、ブロードキャスト・サービス提供元に、何
らかの他の「バック・チャネル」ネットワーク・リンク、例えば、ホーム・イントラネッ
トを通じて、彼／彼女が関連性があるとみなす情報またはコンテンツを指定し、彼らの移
動体デバイス上で同期させることができる。シグナリング・チャネルが利用可能である場
合、シグナリング・チャネルはいつそしてどこでそのコンテンツを読み出すことができる
のか、そのデバイスに通知することができる。次いで、このユーザ特有情報は、ユーザの
移動体計算機によって用いて管理することができ、例えば、ディジタル・オブジェクトが
ブロードキャスト・ネットワークによってブロードキャストされたときにこのような情報
をローカル・データベースに記録して、時間をずらして消費することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、一実施形態によるシステム例を示す。
【図２】図２は、ユーザ間における関心の重複概念を、非常に小さな規模で示す。
【図３】図３は、一実施形態による方法におけるステップを記述する流れ図である。
【図４】図４は、一実施形態による移動体計算機の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　全体像
　種々の実施形態において、「ブロードキャスト・ネットワーク」を利用して、ユーザの
計算機に、ユーザにとって個人的に関連性のある情報との同期を維持させるように、「デ
ィジタル・オブジェクト」とも呼ぶディジタル・コンテンツをユーザに提供する。同期作
業により、例えば、ユーザが１つ以上の個人用計算機と、そのユーザの関連性のある情報
を記述または参照するリモート・ライブラリとの間において同期を維持することを可能に
する。少なくとも一部の実施形態では、ブロードキャスト・ネットワークはデータ・チャ
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ネルおよびシグナリング・チャネルを利用する。
【０００７】
　データ・チャネルは、データを全ての受信ユニットにブロードキャストするために用い
られ、一方シグナリング・チャネルは、通例では保護されているメディア・コンテンツま
たはハードウェア／ファームウェアの更新のためのコンテンツ解読鍵を供給するというよ
うな、デバイスまたは機械に特有のデータを送信するために用いられるが、ユーザが関連
性を見出した情報またはデータと関連のあるユーザ特有情報を送信するために用いられる
。次いで、このユーザ特有情報は、移動体計算機のようなユーザの計算機によって用いて
、ディジタル・オブジェクトがブロードキャスト・ネットワークによってブロードキャス
トされたときにこのようなディジタル・オブジェクトを記録する、警報を発する、または
所与のディジタル・オブジェクトに対してしかるべきその他の処置を行うというように、
１つ以上のディジタル・オブジェクトに関係する処置を行うことができる。
【０００８】
　同期作業の対象となるディジタル・オブジェクトは、ユーザが個人的に関連性があると
考えることができる種類のディジタル・オブジェクトであれば任意のものを含むことがで
きる。このようなディジタル・オブジェクトは、一例であって限定ではなく、ディジタル
音楽、ビデオ、写真、文書、ブログ、スポーツ・イベント警報、ニュース項目等を含むこ
とができる。本文書全体を通じて用いられる例では、ディジタル音楽（ファイルまたはス
トリーム）の形態としたディジタル・オブジェクトを用いる。尚、このようなディジタル
・オブジェクトの例は、特許請求する主題の適用をこれらのオブジェクトに限定すること
は意図していないことは認められるであろうし、言うまでもないであろう。逆に、他のオ
ブジェクト（前述したようなオブジェクトおよびその他のような）も、特許請求する主題
の主旨および範囲から逸脱せずに利用することができる。
【０００９】
　システム例の全体像
　図１は、一実施形態によるシステム例を、全体的に１００で示す。システム１００は、
この例では、種々のユーザ情報を含む記憶装置１０４を維持するサービス提供元１０２を
含む。この特定的な例では、サービス提供元１０２は、種々のユーザのために加入申し込
み(subscription)を提供し、加入申し込み情報を記憶装置１０４に維持する。加入申し込
み情報は、ライブラリの中に維持することができ、ユーザ名、課金情報、ユーザにとって
関心のあるディジタル・オブジェクトのリストというようなユーザ情報を含むことができ
る。このようなディジタル・オブジェクトは、例えば、ユーザが申し込んだソングのよう
なオブジェクトのリスト、または最新の電子メールを含むこともできる。
【００１０】
　加えて、システム１００は複数の計算機も含み、これらを全体的に１０６で示す。これ
らの計算機は、一般には非移動体デバイスであると見なすことができるが、それに限られ
る訳ではない。例えば、これらのデバイスは、一箇所に通常据え置かれるデスクトップ計
算機であってもよく、あるいは、代わりに、１１０で全体的に示すような移動体デバイス
であってもよい。これらのデバイスは、インターネットのような適したネットワークを通
じてサービス提供元１０２と通信するようにリンクされている。
【００１１】
　加えて、システム１００は、コンテンツを多くのユーザまたは加入者に（単一方向に）
ブロードキャストするように構成されているブロードキャスト・ネットワーク１０８を含
む。適したブロードキャスト・ネットワークであれば任意のものを利用することができる
。少なくとも一部の実施形態では、デバイスからサービス提供元またはブロードキャスト
・ネットワーク運営者へのバック・チャネル通信はない。配信の確認をネットワーク提供
元に送ることができるバック・チャネルがないので、ネットワーク提供元は、通例、ユー
ザ・デバイスによる受信の可能性を高めるために、配信を繰り返す。ユーザ・デバイスは
、バッテリ給電式であったり、使用していないときには電源を切っていることが多い。デ
バイスの活性化とディジタル・オブジェクトのブロードキャスト配信との完全な時間不一
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致という最悪の事態でも、デバイス自体は、シグナリング・チャネルを通じて、特定のメ
ディア・オブジェクトが指定時間枠以内に配信されていないことを知り、このダウンロー
ドを確実に得る代替手段を探すように、またはある時間には彼のデバイスをオンのままに
しておくように、ユーザに通知することができる。
【００１２】
　オプションとして、任意のバック・チャネルを含むセルラ・ネットワーク１０９を設け
れば、これを通じてユーザがブロードキャスト・ネットワークと通信することができる。
この構成の利点の１つは、ネットワーク提供元が配信確認を用いて、その配信スケジュー
リング効率を向上させることができることである。
【００１３】
　ブロードキャスト・ネットワークの一例は、いわゆる条件付きアクセス・ネットワーク
であり、このネットワークでは、ネットワーク提供元（サービス提供元１０２または他の
何らかのエンティティとすることができる）との何らかの形式の合意に応答して、条件付
きでユーザにネットワークへのアクセスを付与する。このような合意は、加入の形態を取
ることができる。条件付きアクセス・ネットワークの最近の例には、一例であって限定で
はなく、Direct-TV、XM radio、Sirius radio、来るべきDVB-Hネットワーク等が含まれる
。
【００１４】
　また、システム１００は、多数の異なる移動体計算機も含み、ここでは全体的に１１０
で示されている。この例では、移動体計算機は、一例であって限定ではなく、セル・フォ
ン、パーソナル・ディジタル・アシスタント、およびラップトップ計算機を含むが、他に
も数多くある。移動用に設計されていないものを含むその他の計算機も、特許請求する主
題の主旨や範囲から逸脱することなく利用することができる。
【００１５】
　実際には、サービス提供元１０２は、加入申し込みを提供するか、それ以外の方法で種
々のユーザがディジタル・オブジェクトの権利を取得することを可能にすることができる
。例えば、ディジタル・オブジェクトがディジタル音楽を含む場合、サービス提供元は、
種々のソングをダウンロードするために、ユーザに登録させ支払わせることができる。こ
れは、全体的に１０６で示す計算機の１つによって行うことができる。先に注記したよう
に、次に、サービス提供元は、ユーザが申し込んだオブジェクトを含む情報のライブラリ
を維持する。
【００１６】
　実際には、ブロードキャスト・ネットワーク運営者は、サービス提供元運営業者と同じ
エンティティであることが多い。
　ユーザの移動体計算機とサービス提供元が維持するライブラリとの間の同期性を維持す
るために、ブロードキャスト・ネットワークは、計算機に情報をブロードキャストし、デ
ィジタル・オブジェクトがブロードキャスト・ネットワーク１０８によってブロードキャ
ストされたときに、その指示にしたがってしかるべく計算機がディジタル・オブジェクト
を受信すること、またはそれ以外では記録、警報、あるいは再生することを可能にする。
この情報は、本実施形態では、ブロードキャスト・ネットワークに関連したシグナリング
・チャネルを用いて伝達する。具体的には、本実施形態では、データ（ディジタル・オブ
ジェクトのような）は、データ・チャネルを用いてブロードキャストする。コンテンツ解
読鍵、更新、権利、時間期限、配信枠(delivery window)、およびディジタル・オブジェ
クト同期情報を含むその他のユーザ特有情報の送信というような、その他の情報は、シグ
ナリング・チャネルを用いてブロードキャストする。同期情報の形式、および各々をどの
ようにして用いることができるかについての具体的な例は、以下の「実現例」と題する章
において提示する。
【００１７】
　実現例
　これより、前述のシステムの特定的な一実現例について検討する。図２は、ユーザ間で



(7) JP 4886854 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

重複する関心の観念を、非常に小さな規模で示す。
【００１８】
　具体的には、サービス提供元を通じて、ディジタル・オブジェクトを受信する申し込み
を行った３人のユーザがいると考える。各ユーザのディジタル・オブジェクトの収集を、
個々の円で図式的に表現する。つまり、ユーザ１のディジタル・オブジェクト収集を、指
示した円で表す、等とする。尚、この例では、ユーザ間において、彼らの関心に何らかの
重複がある（陰影区域で示す）があることに注意されたい。具体的には、このユーザの一
群には、彼らが共通して関心を持っているディジタル・オブジェクトがある。ディジタル
・オブジェクトが音楽を含む場面では、重複領域に該当する音楽は、特定の部類のユーザ
にとっては、その時点で最も流行っているソングであることもあり得る。
【００１９】
　この特定的な例では、サービス提供元またはブロードキャスト・ネットワークは、その
ユーザ間における「多数決規則」の方針に基づいた、個々のディジタル・オブジェクトの
配信スケジュールを基本とすることができる。特定のオブジェクトの要望が多い程、ブロ
ードキャストおよび再ブロードキャストの優先順位は高くなる。統計に基づく配信方法を
用いると、オブジェクトのブロードキャスト業者は、シグナリング・チャネルを用いて、
個別のユーザの移動体計算機に、ユーザにとって関連性のあるディジタル・オブジェクト
をいつブロードキャストするのか通知することができる。一旦移動体計算機が、特定のデ
ィジタル・オブジェクトがブロードキャスト（または再ブロードキャスト）されるときを
知ったならば、そのユーザのためにディジタル・オブジェクトを記録するように手配する
ことができる。
【００２０】
　このように、ユーザの移動体計算機上におけるディジタル・オブジェクトの収集は、ユ
ーザが関心のあるオブジェクトを反映するライブラリとの同期を保つことができる。
　これより、同期の一例、およびシグナリング・チャネル例を用いてどのような種類の同
期情報を送ることができるかについて検討する。少なくとも一部の実施形態では、同期は
、移動体計算機上で起こり得る異なる活動、および／またはサービス提供元が決定する活
動に関係するか、またはその影響を受ける。これら異なる種類の活動に応答して、異なる
種類の情報を送ることができる。
【００２１】
　第１の活動は、「追加」活動であり、ディジタル・オブジェクトを移動体計算機に追加
する。これは、２箇所の異なる時点において起こり得る。オブジェクトを追加することが
できる初回は、デバイスを最初に同期させるときである。オブジェクトを追加することが
できる２回目は、ユーザが彼らの収集には現状では未だ入っていないディジタル・オブジ
ェクトを追加したときである。「追加」の場面では、ブロードキャスト・ネットワークは
シグナリング・チャネルを用いて同期情報をデバイスに送り、特定のディジタル・オブジ
ェクトをいつ記録するかを示す。少なくとも一部の実施形態では、この同期情報は、記録
開始時間、記録継続時間、「活動」タグ（例えば、追加、削除、通知等の活動に関する）
、再ブロードキャスト時間、およびブロードキャスト・チャネルまたは周波数を含む。オ
プションとして、ディジタル・オブジェクトのコンテンツＩＤもシグナリング・チャネル
において送ることができる。この任意情報は、その再ブロードキャスト・スケジュール中
において特定のコンテンツ項目を配信しないことをユーザに通知する際に、有用となるこ
とができる。少なくとも一部の実施形態では、コンテンツＩＤは、ディジタル・オブジェ
クトをブロードキャストするときに、データ・チャネルにおいて送られる。つまり、特定
のチャネル上でいつ記録を開始しそして停止するかを知ることにより、移動体計算機は、
ディジタル・オブジェクトがブロードキャストされたときに、これを取り込むことができ
る。
【００２２】
　第２の活動は「削除」活動であり、ユーザまたはサービス提供元はディジタル・オブジ
ェクトを削除する。これが起こり得るのは、例えば、ユーザが彼らのライブラリを取り除
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くとき、または彼らの権利が失効したときである。この場合、同期データは、削除するデ
ィジタル・オブジェクトのコンテンツＩＤを含む。
【００２３】
　第３の活動は、「無(null)」活動即ち「非送出」活動であり、この場合、ユーザに関心
がある特定のディジタル・オブジェクトをブロードキャストの予定に入れない。これは、
ユーザに、彼らが他の手段によってオブジェクトを入手しなければいけないことを通知す
る。この場合、無活動の対象であるディジタル・オブジェクトのコンテンツＩＤを送るこ
とができる。この場合、ユーザはオブジェクトを彼らの移動体計算機上に含ませるために
代替手段を見つけなければならない。
【００２４】
　少なくとも一部の実施形態では、シグナリング・チャネルは、実際のディジタル・オブ
ジェクトを個別のユーザに送るために用いることができる。例えば、ユーザが、頻繁に要
求される可能性が低い無名の(obscure)ソングであるディジタル・オブジェクトを、ライ
ブラリの中に有する場合を考える。この場合、シグナリング・チャネルを用いて実際のデ
ィジタル・オブジェクトをユーザの移動体計算機に送ることができる。
【００２５】
　尚、前述の方法を実施するためには、適したシグナリング・チャネルであれば任意のも
のを用いることができることは認められるであろうし、言うまでもないであろう。このよ
うなシグナリング・チャネルの特性または固有性(properties)には、このチャネルは、通
例機械特有のデータまたは機械と関連のあるデータを送るために用いられるのが通例であ
るということを含むことができるが、これは一例であって限定ではない。加えて、このよ
うなチャネルの少なくとも一部は、個別のユーザによる消費のためのデータを送る主要デ
ータ・チャネルではないのが通例である。逆に、送られるデータは、コンテンツ保護鍵ま
たは更新のような、個別のデバイスによって消費されるのが通例である。
【００２６】
　シグナリング・チャネルの具体的な非限定的一例は、いわゆる権利付与管理メッセージ
（ＥＭＭ：Entitlement Management Message）を送り、個別のデバイスにメッセージ、コ
マンド、およびサービス鍵を渡すために用いられるシグナリング・チャネルである。ＥＭ
Ｍは、通例、メディア・ペイロードと同期をとって送信する必要はなく、むしろ許可した
加入者にアクセスを与えるために前もって送信される。ユーザがＥＭＭを受信して予約を
更新(renew)したことを確実にするために、メッセージは十分に頻繁に繰り返されるのが
通例である。したがって、周期的にＥＭＭを編成しブロードキャストする。
【００２７】
　方法例
　図３は、一実施形態による方法におけるステップを記述した流れ図である。本方法は、
適したハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその組み合わせであればい
ずれとでも実施することができる。少なくとも一部の実施形態では、本方法はソフトウェ
アで実施する。加えて、図示した流れ図では、種々の行為即ちステップは、例えば、ウェ
ブ・サービス／アプリケーション、サービス提供元、ブロードキャスト業者(broadcaster
)またはブロードキャスト・ネットワーク（サービス提供元であってもなくてもよい）、
および移動体デバイスのような、異なるエンティティによって実行するように示されてい
る。
【００２８】
　ステップ３００において、特定のコンテンツを特定のデバイスにダウンロードするよう
にサービス提供元に通知する。このステップは、ユーザによって、適したウェブ・サービ
スまたはアプリケーションを通じて遂行することができ、あるいはある種の状況、例えば
、ニュース警報では、サービス提供元自体によって遂行することができる。少なくとも一
部の実施形態では、コンテンツは、先に述べたような、１つ以上のディジタル・オブジェ
クトの形態で存在する。このステップは、例えば、ユーザが最初にディジタル・オブジェ
クトにおける権利を獲得するときに実行することができる。



(9) JP 4886854 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

【００２９】
　ステップ３０２では、何らかの更新要求があるいか否か確認する。このステップは、更
新要求があることを示す入力に応答して、適した構成のサービス提供元によって遂行する
ことができる。少なくとも一部の実施形態では、更新要求は、異なるエンティティの結果
として発生することができる。例えば、ユーザは、彼らの非移動体計算機上において１つ
以上の新しいまたは追加のディジタル・オブジェクトにおける権利を獲得し、それを受信
することができる。この場合、更新メッセージを作成し、ブロードキャスト業者に送る（
ステップ３０４）。あるいはまたは加えて、特定のディジタル・オブジェクトにおけるユ
ーザの権利は、消滅したり、そうでなければ変化する場合もある。この場合、更新メッセ
ージを作成し、ブロードキャスト業者に送る（ステップ３０４）。
【００３０】
　他方、更新要求を受信しない場合、ステップ３０６において、保留中になっている何ら
かの周期的な更新があるか否か確認する。ない場合、本方法はステップ３０２に戻る。保
留中の周期的更新がある場合、本方法は分岐してステップ３０４に進み、更新メッセージ
を作成してブロードキャスト業者に送る。
【００３１】
　ステップ３０８において、更新要求を受信し、シグナリング・チャネルを通じて移動体
デバイスに送ることができるメッセージに変換する。図示し説明している実施形態では、
このメッセージはＥＭＭメッセージである。尚、特許請求する主題の主旨および範囲から
逸脱することなく、他のシグナリング・チャネルを用いた他のメッセージを用いることも
できることは認められるであろうし、言うまでもないであろう。図示した例では、このス
テップはブロードキャスト業者によって実行する。ブロードキャスト業者は、サービス提
供元と同じエンティティであってもなくてもよい。尚、ブロードキャスト・ネットワーク
上にシグナリング・チャネルがない場合、本方法はステップ３２２まで飛び越すので、移
動体デバイスは所定のコンテンツを取り込むように、ユーザによってプログラミングされ
ていることになる。
【００３２】
　ステップ３１０では、要求の全てが有効なＥＭＭに変換されたか否か確認する。全てが
変換されていない場合、ステップ３１２においてエラー・メッセージＥＭＭを作成する。
要求の全て（またはいずれか）が有効なＥＭＭに変換されている場合、ステップ３１４で
は、周期的ＥＭＭを、アドレス可能な移動体計算機に送る。少なくとも一部の実施形態で
は、配信は、ネットワーク運営者のユーザ・ベース(user base)全体による総合的な要望
の統計に基づく。加えて、受信を確保するために、ディジタル・オブジェクトのデータ・
チャネルを通じた配信、およびＥＭＭのシグナリング・チャネルを通じた配信を頻繁に再
ブロードキャストする。
【００３３】
　ステップ３１６において、ＥＭＭを受信して処理する。このステップは、移動体計算機
によって実行する。ここでは、移動体計算機は、シグナリング・チャネルを通じてＥＭＭ
を受信する。ステップ３１８において、ＥＭＭに何らかのエラー・メッセージがあるいか
否か判定を行う。ある場合、ステップ３２０において、加入者またはユーザに対してエラ
ー・メッセージを表示する。ＥＭＭがエラー・メッセージを収容していない場合、および
／またはＥＭＭに記載されているコンテンツがある場合、ステップ３２２において、ＥＭ
Ｍに収容されている命令にしたがって、コンテンツ、ここではディジタル・オブジェクト
を取り込む。先の論述から、受信したメッセージがコンテンツを取り込むことを可能にす
る場合、記録開始時間および記録停止時間のような同期情報、後続の再ブロードキャスト
時間、ならびにディジタル・オブジェクトをブロードキャストすることになっているチャ
ネルに対応するチャネル番号を収容している可能性がある。加えて、ＥＭＭ自体がディジ
タル・オブジェクトを収容している可能性もある。このような場合、移動体デバイスはデ
ィジタル・オブジェクトからメッセージ・データを抽出する。
【００３４】
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　ＥＭＭチャネルのようなシグナリング・チャネルを用いることにより、帯域外メカニズ
ム(out of band mechanism)を、データ・チャネルとは独立して設け、ユーザの移動体計
算機を同期させて、彼らの計算機が、ユーザが関心を持つ特定のディジタル・オブジェク
トを載せるライブラリの変更が絶えず分かるようにするために用いることができる。
【００３５】
　移動体計算機の一例
　図４は、前述した実施形態の１つ以上を実施するために用いることができる移動体計算
機の一例を、全体的に４００で示す。この特定的な例では、移動体計算機４００は、１つ
以上のプロセッサ４０２および１つ以上の計算機読み取り可能媒体４０４を含む。ここで
は、コンピュータ読み取り可能媒体は、前述の機能性を実装するためにプロセッサ４０２
によって実行可能なソフトウェアの形態とした、コンピュータ読み取り可能媒体を含む。
具体的には、この例では、コンピュータ読み取り可能媒体は、前述の機能性を実施するよ
うにプログラミングされている同期モジュール４０６を含む。加えて、コンピュータ読み
取り可能媒体は、コンピュータ読み取り可能媒体は、種々のディジタル・オブジェクトを
格納することができるオブジェクト・ストア４０８も含む。加えて、デバイス４００は、
ディジタル・オブジェクトをレンダリングするように構成されているレンダリング・エン
ジン・モジュール４０７も含む。この例では、全てのユーザ・コンポーネントは、アプリ
ケーション・モジュール４０９によって組織化されており、アプリケーション・モジュー
ル４０９は、権利に伴う規則遵守や、ディジタル・オブジェクトに関連した規制も担当領
域である。
【００３６】
　更に、デバイス４００は、データ・チャネルおよびシグナリング・チャネル双方を通じ
て送信を受信するように構成されている受信モジュール４１０も含む。この場合、シグナ
リング・チャネルを通じて受信する送信は、前述したような同期情報を含む可能性がある
。
【００３７】
　少なくとも一部の実施形態では、先に注記したように、ディジタル・オブジェクトはデ
ィジタル音楽の形態を取ることができる。以上、基本的な動作原理の一部について説明し
たので、これより使用場面の例について考察する。
【００３８】
　使用場面の例
　ボブ(Bob)が彼のダッシュボード内取付用の衛星ラジオ・ユニット(in-dash satellite 
radio unit)を彼のインターネット音楽予約サービスと同期させたいと思っている場合に
ついて検討する。この場合、彼の衛星ラジオの条件付きアクセス・シグナリング・チャネ
ルを利用することにより、ボブがこのサービスを通じて購入または予約した音楽は、前述
のように、彼の車のヘッド・エンド・ユニットに自動的にダウンロードすることができる
。その結果、ボブは今では彼の音楽の全てにアクセスすることが可能となる。同じ方法は
、ボブの電子メール、写真、住所録、ワード文書(word documents)等にも適用することが
できる。
【００３９】
　支払いモデル
　少なくとも一部の実施形態では、エンド・ユーザが消費するディジタル・オブジェクト
、例えば、ディジタル音楽に対して行われるべき使用料の支払いに対処するために支払い
モデルを利用することができる。ディジタル・オブジェクトがソングを含む文脈では、以
下のことを考慮する。これは、再生回数を示すための計量データが入手できない場合には
、特に有用である。
【００４０】
　ユーザの移動体計算機が彼らのダッシュボード取付用ユニットを含む通勤需要(commuti
ng market)のような所与の需要では、平均通勤時間＜Ｔ（分）＞および通勤時間のある割
合としての平均聴取時間＜ｐ（％）＞アクセスすることができる。このモデルにおけるそ
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の他の仮定は、１曲当たりｎ分、１曲当たりｘの著作権報酬である。このモデルでは、サ
ービス提供元は、
【００４１】
【数１】

 
【００４２】
だけ毎日ＡＳＣＡＰに支払う責任が生ずる可能性がある。
　一例として、＜Ｔ＞＝２５分×２往復、ｐ＝８０％、ｎ＝３分、そしてｘ＝０．０００
７ドルと仮定する。これらの数字を用いると、著作権報酬を賄うためのＡＳＣＡＰへの毎
月の支払いは、０．２３ドルとなる。
【００４３】
　拡張
　少なくとも一部の実施形態では、前述のようなシグナリング・チャネルの使用は、次の
ように拡張することができる。
【００４４】
　多くの場合、ディジタル音楽のようなディジタル・オブジェクトに関連して、種々のユ
ーザ関連の権利またはユーザ特有の権利があり、これらがユーザと個々のサービス提供元
との間における合意を構成する。これらの権利は、ユーザがディジタル・オブジェクトを
転送できるか否か、何回ユーザはディジタル・オブジェクトを消費することができるか、
ディジタル・オブジェクトを消費する際の解像度等を含むことができる。これらの実施形
態では、シグナリング・チャネルを用いると、ユーザの移動体計算機にこれらの権利を伝
達する、またはそれ以外の方法で表現することが可能となる。
【００４５】
　あるいはまたは加えて、同期の観念は、ユーザの個人的ライブラリだけでなく、他の誰
かまたは他の何らかのエンティティのリモート・ライブラリとの同期にも適用することが
できる。例えば、これは、ユーザ間で共有するディジタル・オブジェクト、または種々の
エンティティによって提供するディジタル・オブジェクト、例えば、音楽、ブログ、ユー
ザが属するグループのブログ、ＲＳＳフィードのようなシンジケーション・フィード(syn
dication feed)の文脈における場合に該当することがある。
【００４６】
　加えて、同期の観念は、ユーザの直観的な選択に基づく、サービス提供元のオブジェク
ト集合体、例えば、リモート・ライブラリからのディジタル・オブジェクトの同期を含む
ように拡張することができる。一例として、これは、例えば、シンジケーション・フィー
ドを通じて提供される、日々のニュース見出し、または１日の内のスポーツのお知らせと
することもできる。
【００４７】
　結論
　種々の実施形態において、単一方向ブロードキャスト・ネットワークを利用し、ユーザ
の計算機が、ユーザにとって関連性のある情報との同期を維持できるようにして、ディジ
タル・コンテンツをユーザに提供する。少なくとも一部の実施形態では、ブロードキャス
ト・ネットワークは、データ・チャネルおよびシグナリング・チャネルを利用する。デー
タ・チャネルは、データを種々のユーザにブロードキャストするために用いられ、一方シ
グナリング・チャネルは、通例ではデバイスまたは機械に特有のデータを送信するために
用いられるが、ユーザが関心を示した情報またはデータと関連のあるユーザ特有情報を送
信するために用いられる。次いで、このユーザ特有情報は、ユーザの移動体計算機によっ
て、このような情報またはディジタル・オブジェクトを記録するために用いることができ
る。
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【００４８】
　以上、構造的特徴および／または方法ステップに対して特定的な文言で本発明について
説明したが、添付した特許請求の範囲に定めた本発明は、必ずしも記載した具体的な特徴
やステップに限定されるのではないことは言うまでもない。逆に、具体的な特徴やステッ
プは、特許請求する発明を実施する好ましい形態として開示したのである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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